
老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
平
成
二
十
一
年
四
月
三
十
日 

佐
賀
県
知
事 

 

古 
 

川 
 
 
 
 

康 

佐
賀
県
規
則
第
四
十
九
号 

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
平
成
五
年
佐
賀
県
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 

第
一
条
中
「
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
」
を
削
る
。 

 

第
三
条
中
「
施
行
規
則
第
一
条
の
七
」
を
「
法
第
十
四
条
」
に
改
め
る
。 

 

第
四
条
中
「
施
行
規
則
第
一
条
の
八
」
を
「
法
第
十
四
条
の
二
」
に
改
め
る
。 

 

第
五
条
中
「
施
行
規
則
第
一
条
の
九
」
を
「
法
第
十
四
条
の
三
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
中
「
施
行
規
則
第
一
条
の
十
」
を
「
法
第
十
五
条
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
七
条
中
「
施
行
規
則
第
三
条
の
二
」
を
「
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
八
条
中
「
施
行
規
則
第
四
条
の
二
」
を
「
法
第
十
六
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
第
一
項
中
「
施
行
規
則
第
二
条
」
を
「
法
第
十
五
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

２ 

法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
知
事
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
社
会
福
祉
法
人

は
、
様
式
第
八
号
の
老
人
ホ
ー
ム
設
置
認
可
申
請
書
に
よ
り
、
そ
の
旨
を
申
請
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

第
十
一
条
の
見
出
し
を
「
（
老
人
ホ
ー
ム
事
業
変
更
届
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
施
行
規
則

第
四
条
」
を
「
法
第
十
五
条
の
二
第
二
項
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
二
条
第
一
項
中
「
施
行
規
則
第
四
条
の
三
」
を
「
法
第
十
六
条
第
二
項
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
施
行
規
則
第
五
条
に
規
定
す
る
申
請
」
を
「
法
第
十
六
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
知
事
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
社
会
福
祉
法
人
」
に
、
「
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
を
「
よ
り
、
そ
の
旨
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
改
め
る
。 



 
第
十
九
条
第
二
項
中
「
又
は
様
式
第
二
十
五
号
の
有
料
老
人
ホ
ー
ム
事
業
廃
止
（
休
止
）

届
」
を
削
り
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

３ 

法
第
二
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
様
式
第
二
十
五
号
の
有
料
老
人
ホ
ー

ム
事
業
廃
止
（
休
止
）
届
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

様
式
第
一
号
中
４
を
削
り
、
５
を
４
と
し
、
６
を
５
と
し
、
７
を
６
と
し
、
６
の
次
に
次 

の
よ
う
に
加
え
る
。 

       

様
式
第
一
号
中
８
を
削
り
、
９
を
８
と
し
、 

を
９
と
す
る
。 

 

様
式
第
二
号
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
三
号
中 

 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
四
号
中
３
を
削
り
、
４
を
３
と
し
、
５
を
４
と
し
、
６
を
５
と
し
、
７
を
６
と
し
、

８
を
７
と
し
、
９
を
８
と
す
る
。 

 

様
式
第
五
号
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
六
号
中 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

 
 
 
 

を 

 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
号
中 

 
 
 
 
 
 

を
削
り
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
一
号
及
び
様
式
第
十
二
号
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

「
老
人
福
祉
法
施
行
規
則
第
１
条
の
８
」

「
老
人
福
祉
法
第
1
4
条
の
 

２
」
 

「
第
1
4
条
の
２
」

「
第
1
4
条
の
３
」

「
老
人
福
祉
法
施
行
規
則
第
３
条
の
２
」

「
老
人
福
祉
法
第
1
5
条
の
 

２
第
１
項
」
 

「
第
1
6
条
の
１
」

「
第
1
6
条
第
１
項
」

し
く
は
援
助
」
 

「
便
宜
」
 
「
便
宜
若
 

「
老
人
福
祉
法
施
行
規
則
第
４
条
」

人
福
祉
法
第
1
5
条
の
２
第
２
項
」
 

「
老
人
福
祉
法
施
行
規
則
第
４
条
の
３
」
「
老
 

10

７
 
老
人
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
事
業
、
老
人
短
期
入
所
事
業
、
小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事

業
又
は
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
を
行
お
う
と
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、

当
該
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
、
サ
ー
ビ
ス
の
拠
点
又
は
住
居
の
名
称
、
種
類
(
小
規

模
多
機
能
型
居
宅
介
護
事
業
及
び
認
知
症
対
応
型
老
人
共
同
生
活
援
助
事
業
に
係
る

も
の
を
除
く
。
)
、
所
在
地
及
び
入
所
定
員
、
登
録
定
員
又
は
入
居
定
員
(
老
人
デ
イ
サ

ー
ビ
ス
事
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。
)
 

「
（
変
更
し
た
）
」

「
老
 



に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
三
号
及
び
様
式
第
十
三
号
の
二
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
十
六
号
中 

 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
十
三
号
中 

 
 
 

を 
 
 
 
 

に
、 

 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 

に
、 

 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 

に
、 

 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

 

様
式
第
二
十
五
号
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 「
第
2
9
条
第
２
項
」

「
認
可
申
請
」

人
福
祉
法
第
1
6
条
第
２
項
」
 

「
老
人
福
祉
法
施
行
規
則
第
５
条
」

「
老
 

人
福
祉
法
第
1
6
条
第
３
項
」
 

「
許
可
申
請
」

「
便
宜
」

「
介
護
等
」

「
入
所
定
員
」
 
「
入
居
定
員
」
 

「
入
所
者
」
 
「
入
居
者
」
 

「
入
所
一
時
金
」

「
入
居
一
時
金
」
 

「
廃
止
（
休
止
）
し
ま
し
た
」

「
廃
止
（
休
止
）
し
た
い
」

「
第
2
9
条
第
３
項
」


